
愛知県がん対策推進計画の策定について 
 
 

１ 経緯 

 
（１） がん対策基本法の制定 
ア 平成１８年６月に「がん対策基本法」が成立し、平 に施行

イ 同法により、各都道府県のがん医療の提供状況等を 府県が の策定が義

務付けられた。 
ウ 平成１９年６月１５日に同法に基づく「がん対策推 が閣議

 
（２） 策定にあたって特に留意する事項 
ア 患者の視点に立ったがん対策とする。 
イ 国が策定した「がん対策推進基本計画」を基本とす

ウ 医療計画など他計画との整合を図る。 

 
 
 
 

       平成２０年３月までに愛知県がん

 

２ 計画策定に向けたこれまでの対応と今後の予定 

愛知県がん対策推進計画の策定にあたり専門家等の意見を

（委員長：名古屋市立大学大学院 上田龍三教授）を設置

○ 平成１９年 ９月１０日  第１回委員会を開催 
○ 平成１９年１１月１２日  第２回委員会を開催 
○ 平成２０年 ２月 ４日  第３回委員会を開催 
○ 平成２０年 ２月 ６日  生活習慣病対策協議会へ

○ 平成２０年 ３月 下旬  公表 

 

３ 計画策定にあたっての視点 

○「愛知県がん対策推進計画委員会」の委員の中に、がん患

の意見を反映した計画の策定を行う。 
○ 本県のがん医療の現状を踏まえつつ、国が策定した基本

には盛り込み、特色ある計画とし、本県のがん対策の

 

４ 計画期間と計画の見直し 

○ 計画期間は平成２０年度から平成２４年度までの５年間

○ 少なくとも５年ごとに計画に検討を加えて必要に応じ

 

５ 愛知県がん対策推進計画の特色 

（１）東海３県で初めてとなる粒子線を利用した治療施設の整備を図る。 
（２）名古屋医療圏に地域がん診療連携拠点病院を６病院整備（現状は３病院）し、人材育成や機能分担を進め、

専門的で高度ながん医療の提供を一層推進する。 
（３）たばこ対策を始めとするがんの予防にも重点を置き、がんになりにくい生活習慣を推進する。 
（４）小学生、中学生及び高校生に対して教育委員会と連携して、適切な生活習慣とがんの知識の周知を図る。 
（５）小児がん患児とその家族への支援体制の整備を図る。 

 

６ 愛知県がん対策推進計画の概要 

◆基本方針 
１ 予防と治療と研究の各分野にわたるがん対策の先進県を目指す 
２ 県内どこに住んでいても高度ながん医療が受けられる体制づくりを推進する 
３ がん患者やその家族の方々の視点に立ったがん対策を実施する 
◆重点的に取り組む施策 
１ 放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成 
２ 治療の初期段階からの緩和ケアの実施 
３ がん登録の推進 
◆全体目標 

※1 年齢調整罹患率は、がんにかかった人を人口で割って、高齢化等の年齢構成
の影響を除くため、モデル人口で補正したもの。 
  何も対策を講じなかった場合の10年後の推計値から10%減を目標。 

男性：426.6→383.9（人口10万対）  
女性：368.6→331.7（人口10万対） 
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１ １０年間でがんの年齢調整罹患率の１０％減少と年齢調整死亡率の２０％減少 
２ すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上 
◆全体目標を実現するための分野別の取り組み 

１  がんの予防に対する取り組み 

（１）喫煙対策の一層の推進 
（２）食生活とがん予防に関する知識の周知 
（３）運動習慣とがん予防の関連性の周知 
（４）小学生、中学生及び高校生に対する適切な生活習慣とがんの知識の周知 

２  がんの早期発見の推進に関する取り組み 

（１）がん検診の精度管理の向上 
（２）がん検診の受診率の向上 

３  がん患者とその家族が納得できるがん医療が受けられる体制の整備に関する取り組み 

（１）県内どこに住んでいても高度ながん医療が受けられる体制の整備 
（２）治療の初期段階から切れ目なく緩和ケアが受けられる体制の整備 
（３）在宅医療の推進 
（４）放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成 
（５）がん医療に関する相談支援及び情報提供の拡充 
（６）小児がん患児とその家族への支援体制の整備 

４  がん医療に資する研究の推進に関する取り組み 

（１）がん登録の推進 
（２）粒子線を利用した治療施設の整備 
（３）がんの予防及び難治がんの治療を目指した研究の推進 

 

※2 年齢調整死亡率は、がんで死亡した人を人口で割って、高齢化等の年齢
構成の影響を除くため、モデル人口で補正したもの。 
  最新の現状値からの20%減を目標。 

男性：119.5→95.6（人口10万対）  
女性： 65.7→52.6（人口10万対） 

※1 ※2 


